
第１号議案 

平成 29年度 事業計画 

 

Ⅰ 大学の基盤の確立と教育研究の充実 

 

 １ 教育理念の確立、教育の内容の充実 

  本学の教育理念の確立を図るとともに教育課程の確実な実践、教育研究の充実、教員の確

保を図る。 

 

２ 教育用施設・設備、機器・教材、図書館等の充実 

・施設・設備の更新、機器・教材等の充実を図る 

・図書及び視聴覚教材の充実を図る 

 

３ 学生の確保 

・学校説明会、学校訪問、入学試験改善などを通じて、県内及び近県特に北陸方面を強化

し、学生の確保を図る。 

・新たな奨学金制度として特別奨学生制度及び学生生活支援奨学生制度を実施する。 

 

４ 情報公開の促進並びに広報活動の充実 

・大学の情報の公開を促進し、大学の理解の向上を図る。 

・学校案内及び職業理解促進の冊子等の配布、新聞・広告掲載、インターネット等の活用

など広報活動の充実を図る。 

 

５ 地域貢献の推進 

大学の機能を活かした社会貢献活動として、生涯学習講座等の市民公開講座を開催すると

ともに、各種団体への講師の派遣を推進し、地域振興・活性化へ貢献することによって知の

拠点としての大学の使命を実践する。 

 

 ６ 委員会活動の実践 

    専任教員会議のもとに各種委員会の活動を充実するとともに、平成 31 年度に向けて新カ



リキュラムの構築を図る。 

 

Ⅱ 専門学校閉校への準備 

  ・最終学年生への教育の充実を図る。 

・就職活動の充実を図る。 

・閉校へ向けての整理、届出等の実施 

 

Ⅲ クリニックの充実 

整形外科、リハビリテーション科、居宅サービス等、診療・利用の充実を図る。 

 

Ⅳ 川中島保育園の運営受託開始 

本学園の保育理念、保育方針に基づいた保育の実践を図る。 

 

Ⅴ 看護学部の設置申請 

看護学部看護学科の設置計画を策定し、平成 30年 3月に文部科学大臣に申請する。 

長野県及び長野市と学部新設への支援について協議し、内容を確定する。 


